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お問合せ先 

川口市 都市整備部 市街地整備室 

住所：〒333-0853 川口市芝園町３－１７ 

TEL：048-264-5321（直通）   FAX：048-264-5322 

行き止まり道路改修補助（緊急避難路整備事業） 

危険ブロック塀解体・整備補助（防災避難路整備事業） 

老朽建築物解体補助（木造老朽建築物等除却事業） 
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まずは 
こちらに！ 

１ 

２ 

３ 

３つの補助事業の対象範囲及び箇所 １ ２ 

３ 

  

川口市マスコット 

「きゅぽらん」  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

手続きのながれ（まずは事前相談からお気軽に！） 

 

 

ご注意 

密集市街地の防災まちづくりについて 
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老朽建築物解体補助（木造老朽建築物等除却事業）

危険ブロック塀解体・整備補助（防災避難路整備事業）

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

行き止まり道路改修補助（緊急避難路整備事業）

  

 

１ ２ 

３ 

建替えができなくて古くなった木造住宅を壊したい！ 

危ないブロック塀を改善して、ふた掛け水路を安全に通れるようにしたい！ もしもの時にふた掛け水路からも逃げられるようにしたい！ 
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